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審議会等の会議結果報告 

 

1 会議名 平成２７年度第３回芸濃地区地域審議会 

2 開催日時 平成２８年１月２７日（水曜日） 

午後１時３０分から午後３時１０分まで 

3 開催場所 芸濃総合支所 ２階 中会議室３・４ 

4 出席した者の氏

名 

（芸濃地区地域審議会委員） 

臼井 洋治  海野 啓子  岡本 陽子  落合 公広  片岡 福生 

片岡 正春  小林 小代子 柴田 栞里  鈴木 宗男  近澤 音美 

濱野 章   林  克昌  山田 孝浩  吉井 敏子  吉田 幸男 

 

（事務局） 

総合支所長 和田 忍  

地域振興課長 清水 裕順 

市民福祉課長 谷川 和幸 

危機管理担当副参事 田中 康之 

産業振興・環境担当副参事 佐野 雅彦 

地域支援員 平松 卓美 

地域振興担当調整主幹 平子 照子 

地域振興担当主幹 木下 信人 

地域振興課主査 才戸 めぐみ  

芸濃教育事務所長 松永 桂一 

 

5 内容 １ あいさつ 

２ 事 項 

（１）「（仮称）津市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン・総合戦略（案）」に 

対する意見等について（報告） 

（２）地域かがやきプログラム事業（中間報告等）について 

（３）旧明村役場庁舎について（報告） 

３ その他 

 

6 公開又は非公開 公開 

7 傍聴者の数 ０人 

8 担当 芸濃総合支所地域振興課地域振興担当 

電話番号 059―266―2510 

E-MAIL 266-2510@city.tsu.lg.jp 

 

・議事の内容    下記のとおり 

 

 

 

 



 2 

 

地域振興課長 

 

 

芸濃総合支所長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域振興課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鈴木会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ただいまから第３回芸濃地区地域審議会を開催させていただきます。それでは開催に

あたりまして、まず、はじめに芸濃総合支所長から、ごあいさつを申し上げます。 

 

皆さま、こんにちは。天候が寒かったり暑かったりで、非常に体調を崩される方が多

いですが、先だっての新津市誕生１０周年記念式典ありがとうございました。無事成功

裏に終えることが出来ました。その中で、この１０年間いろんな形で津市として取り組

みをさせていただきましたし、今後、新たな津市が１０年を節目にまた発展的な形で取

り組みを進めていくというようなことになります。地域審議会につきましても、委員の

皆様が２年前に委嘱を頂いて、この３月で任期を迎えます。この地域審議会も１０年間

ということでございますので、そういう形の中で終わらせていただくようなことになろ

うかと思います。この間、まちづくり計画の素案がございまして、その中でご意見、ご

提言を頂きまして、その関係でいろんな形で取り組みをさせていただいているところで

ございます。芸濃地区におきましても、住民の安全と安心と暮らしの部分は十分踏まえ

ながら、その計画に基づきながら地道に行政として進めさせていただきたいと思います。

本日はいろんな形の中でご報告の関係もございますが、よろしくお願いしたいと思いま

す。本日はどうもありがとうございます。 

 

 ありがとうございました。それでは事項書に基づきまして、会議を進めさせて頂きま

すが、事項に入る前に、事務局よりご報告申し上げます。本日の会議の出席委員は委員

全員でございます。地域審議会の設置に関する協議第９条第４項の規定にある、委員の

２分の１以上の出席をいただいておりますので、本会議は成立致しております。また、

本会議は公開で行うものとなっており、津市地域審議会運営規則第５条の規定により会

議録を作成し、ホームページ上で公開されますのでご了承ください。発言者の氏名も公

表させていただきますので、ご了解頂きたいと思います。では次にお手元の資料の確認

をお願いいたします。まず、事項書、それから『「（仮称）津市まち・ひと・しごと創生

人口ビジョン・総合戦略（案）」に対する意見等について（報告）』、『地域かがやきプロ

グラム事業（中間報告等）について』、『旧明村役場庁舎の保存活用』でございます。も

し、お手元になければお申し出ください。 

それでは、地域審議会の設置に関する協議の第９条第５項の規定により、会長が会議の

議長となると定められておりますので、鈴木会長、よろしくお願いいたします。 

 

 それでは、皆さんこんにちは。この間、あけましておめでとうと言ったところですが、

もう１ケ月が経ちました。月日の経つのは本当に早いもので、この審議会、１０年前に

発足したのですけども、津市１０周年記念ということで、皆さん方、式典にご参加いた

だきましてありがとうございました。早いもので、もう１０年経ちまして、合併して良

かったか、悪かったか、まぁ、色々な意見があろうかと思いますけど、まずは合併して

よかったと皆さん思っていると思います。審議会もいろいろな内容がございましたけれ

ど、今日は帰りにちょっと宿題を貰ってという予定でございます。もう１回、３月に審

議会が行われるということでございますけど、後２ケ月の私たちの任期でございます。

どうか最後までよろしくお願いしたいと思います。それでは議事に入る前に、議事録署

名者の指名を私のほうからさせていただきます。本日は片岡福生委員さんと片岡正春委

員さんにお願いしたいと思います。また、会議は全文記録となりますので、御発言の際
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には、挙手をしていただき、御発言をいただきますようお願いします。それでは、事項

書の２『「（仮称）津市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン・総合戦略（案）」に対する

意見等について（報告）』を事務局から説明をお願いいたします。はい、事務局。 

 

まず、説明に入ります前に、案内通知の方に、前回の審議会で意見をいただいた「（仮

称）津市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン・総合戦略（案）」に対する意見等の報告

を漏らしておりましたので、今回追加させていただきました。通知と事項書の順番も少

し変わっておりますが、ご了解いただきたいと思います。では、一つ目の「（仮称）津市

まち・ひと・しごと創生人口ビジョン・総合戦略（案）」に対する意見等の報告でござい

ます。前回１１月２０日の地域審議会で委員さんから出していただいた意見を事務局で

纏めさせていただき、政策課へ報告をさせていただきました。それではお手元の資料に

ございますように、平成２７年１２月１０日に地域振興課長名で政策課長にあてて、皆

様の意見を報告させていただきました。内容につきましては書いてありますが、まず５

９ページの基本目標①の方、「出会い・結婚・出産・子育てしやすい環境づくり」（２）

妊娠・出産「ア 妊娠・出産から子育てへと途切れのない支援」について意見をいただ

いております。意見等としましては、『ＫＰＩを乳児家庭全戸訪問実施率とし、９３．５％

から９５．０％への引き上げが掲げられているが、日本で１４歳未満の子が出産した場

合、虐待を受ける子どもが多いと聞き及んでいることから、残された５％が、命の危機

に陥る可能性があると思われる。やはり、ひとり一人を大事に育てていかなければなら

ないという流れの中で、是非１００％とすべきである。また、フィンランドの「ネウボ

ラ」を津市版で実施していただきたいので「ネウボラ」を検討していただきたい。』とい

うことでした。 

それから６３ページの基本目標①「出会い・結婚・出産・子育てしやすい環境づくり」

の（３）子育て「ケ 放課後児童クラブの充実」で、ご意見等いただいております。意

見等としましては、『策定のポイントの３つ目として、政策５原則の重視が掲げられ、そ

の内の１つに結果重視として、プロセスよりも結果を重視する支援である旨記載されて

いるが、少子化対策という面からも、福祉対策としても、子どもを安心して産み育てら

れる環境づくりとして、施設数の増加とともに「放課後児童クラブの質の向上」、「実際

の活動現場や地域特性を踏まえた放課後児童クラブの支援」が必要であり、具体的な事

業の充実を進めていただきたい。』ということでした。 

 続きまして６４ページの基本目標①「出会い・結婚・出産・子育てしやすい環境づく

り」の中で、（３）子育て「コ 子どもたちの学力向上と安全の確保に向けた小中学校の

教育環境の充実」で、これに対する意見です。意見等としましては、『ＫＰＩを全国学力・

学習状況調査において全国平均を上回る科目数（小中学校合算）として、３科目から全

８科目にすることが掲げられているが、教育という観点から捉えれば、ひとりの子の到

達度に主眼を置くべきであり、加えて学校の到達度ではなく、地域の到達度であって、

平均と比べるものではないと考える。また、具体的な事業として他市でも行われている

小中学校へのタブレット導入による教育を検討いただきたい。』ということでした。 

続きまして７５ページの基本目標③「定住・還流・移住などによる新たなひとの流れの

創出」の中の（２）還流の促進「ウ 三重短期大学への入学と卒業生の市内企業への就

職の促進」に対する意見でございます。意見等としましては、『当該施策に関しては、魅

力ある学科を新設し、その学科が地域に根ざす企業等が望む人材育成に繋がるものであ

れば、より効果的な取り組みになると思われる。特に地域資源の掘り起しやＰＲが地域
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創生においても重要と考えることから、観光の分野において、知識と技術を修得させる

観光科の新設を検討いただきたい。』ということでした。 

続きまして、次のページになります。７５ページにございました基本目標③「定住・還

流・移住などによる新たなひとの流れの創出」にある（１）定住の促進「イ 高齢者や

障がい者の就労支援」。それから、８７ページの基本目標④「人と人が繋がった暮らしや

すい地域づくり」の中にある（２）安全で安心して暮らせる地域づくり、「ケ 地域住民

の助け合いを育む仕組みづくり」に対するご意見をいただきました。意見等としまして

は、『２つの施策に関しては、連携して取り組める業務であり、特にシルバー人材センタ

ーに関しては、地域に潜在する労働力と支援ニーズを繋ぐことで更なる利用が図れるた

め、より一層の業務の拡充とそのＰＲをしてもらいたい。また、その成果を確認するた

め、シルバー人材センターへの受託件数の増加もＫＰＩとして設定されたい。』というこ

とでした。 

 それから全般としましてのご意見ですが、『いずれも具体的な事業というのが書かれて

いるが、具体的とは思えないものも多く見受けられる。特にＫＰＩが掲げられていても、

その判断を難しくすると思われ、全体的に具体的な算定根拠が見える形で記述してもら

いたい。』ということでした。 

 こういった取り纏めをさせていただきまして、政策課へ報告がしてございます。現在、

政策課から、全庁へ向けて照会がかけられまして、修正等、必要に応じて対応されるこ

とになると思います。 

 

はい、ありがとうございました。説明が終わりました。何か質問等はございますか。あ

れば挙手をお願いいたします。議長が指名した後、ご発言いただきますようお願いいた

します。質問はどうですか。よろしいですか。それでは質問も無いようでございますの

で、この項を終わりたいと思います。それでは、次に地域かがやきプログラム事業の中

間報告をお願いします。はい、事務局。 

 

 続きまして「地域かがやきプログラム事業（中間報告等）について」でございます。

前回の１１月２０日の地域審議会でも、平成２７年度の地域かがやきプログラム事業の

中間報告をさせていただきましたが、２ヶ月を経過しましたので、その間の報告と、今

後の予定について説明します。皆さん方にも資料が届いているかと思いますが、こちら

の方をご覧いただきながら進めさせていただきたいと思います。 

 １番、龍王桜マラソン＆ウォーキング大会につきましては、現在、２０１６大会の参

加者を募集しています。１月２２日から２月１２日ということで募集をさせていただき

まして、４月１０日（日）に開催するということで決まっております。 

 ２番、芸濃地域スポーツ大会につきましては、前回審議会以降、更に２つの種目、ニ

ュースポーツ教室とボウリングは実施されました。今後、ソフトボールのスポーツ交流

とニュースポーツ体験、バレーボールを実施予定です。それぞれ写真、日にち、参加人

数を記載してございます。 

３番、GeinoXmas2015は皆さんご存じのとおり、１２月１３日から２５日にかけて実施

されました。この資料には１２月２０日（火）のメーンイベントの写真を付けておりま

す。当日は約５千人の来場者が訪れ、大いに盛り上がりました。 

 ４番、錫杖湖畔自然体感事業につきましては、これまで『親子魚つかみ体験』を８月

に開催し、中止にはなりましたが「錫杖湖畔ウォーク」、それから「落合の郷への椿の植
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樹」を実施しました。今後は３月２０日に錫杖ヶ岳登山を予定しておりまして、現在チ

ラシの作成中でございます。 

 ５番、自然・歴史ウォーキング事業ということで、地域資源の PRということで、芸濃

名所めぐりというツアーを実施しております。前回審議会以降も２０１５秋冬ツアーを

４回実施し、計１１回、参加者３６３人に芸濃地域を案内いたしました。それから３月

から新たに２０１６春夏ツアー実施に向けて、現在チラシを作成しているところでござ

います。 

以上、中間報告となりますが、５番の地域資源ＰＲに絡み、報告がもう１つございます。

直接、地域かがやきプログラム事業とは関係ないのですが、三重県が指定する地域産業

資源というものがありまして、そこへ昨年末に追加申請を行いました。その結果、伊勢

別街道と石山観音が『三重県が指定する地域産業資源』への追加が認められることにな

りました。これは、国が「中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関

する法律」に基づいて行っています「中小企業地域資源活用プログラム」や「農商工連

携事業」等の中小企業向けの支援事業が実施されておりまして、これを活用するには県

が指定する「地域産業資源」を活用することが必要となっていることから、追加された

ことで、何らか活用の可能性が広がることを期待しています。 

資料の最終頁には、平成２８年度の地域かがやきプログラム事業予算（案）が付けてご

ざいます。財政所管部署と協議を重ねまして、本年度と同額で要望をしてございます。

予算額につきましては、３月に開催されます市議会に上程され、議決後、確定というこ

とになりますのでご了解いただきたいと思います。上からいくと龍王桜マラソン＆ウォ

ーキング事業が１２０万円、それからスポーツチャレンジ事業が２０万円、GeinoXmas

事業につきましては４００万円、４番の錫杖湖畔自然体感事業が３５万円、同じく錫杖

湖畔自然体感事業の植樹の方に３５万円で、６番の自然・歴史ウォーキング事業が２０

万円で合計６３０万円の予算案となっております。 

 

はい、ありがとうございました。事務局からの報告が終わりました。何か質問があれば

お願いしたいと思います。質問はございませんか。質問は無いけどよろしいか。それで

は、質問も無いようですので、次に移らせていただきます。それでは、次に旧明村役場

庁舎についての報告を事務局からお願いしたいと思います。はい、事務局。 

 

 お手元の方に、旧明村役場庁舎の利活用ということでカラー刷りのＡ４、１枚という

ことでお配りをさせていただいております。旧明村役場庁舎の関係につきましては、以

前、ちょっと説明をさせていただきましたが、平成１８年に国の有形登録文化財に登録

をされまして、やっと昨年６月の補正予算で旧明村役場庁舎の保存活用を図る計画策定

ということで、５８１万５千円の予算がつきました。これに基づきまして、受託事業者

を踏まえ保存計画の策定ということで、建造物の専門家、大学の先生、それと地元自治

会、各種団体の代表者などで保存活用ということで議論をさせていただきました。それ

で、おおむね一定の方向的な形が出来まして、ご報告をさせていただくということでご

ざいます。整備に向けた考え方ということで、まず移築ということで、隣接する明小学

校への通学路が狭隘であることから、建物を学校敷地内に移設して、必要な道路及び利

活用に不可欠な駐車場を、跡地に確保していくと、こういうことでございます。外観に

つきましては、特徴的な洋風の外観はできる限り保存し、文化財として復原。また、門

柱なども併せて移設し、建物の移設先においても角地であったことを感じられるような
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形で復原を行うと。資料展示＆レトロギャラリーということで、１階でございますが、

建物の中のカウンターなどを保存した上で、設計図や郷土資料などの展示も見られるレ

トロギャラリーとして活用していく。そして１階の部分で高齢者の憩いの場ということ

で、地域のふれあいの場、子どもたちとの交流のできる場としての整備ということで。

２階の方でございますが、畳敷きの議場というようなこともございまして、畳を活かし

た多目的スペースということで、洋風建築にはミスマッチな畳敷きの議場を復元し、多

目的スペースとして子どもの遊び場や旧街道資料の展示など、地域学習のできる場とし

て活用ということでございます。レイアウト図は右の方に描かせてもらっている通りで

ございまして、建物自体はそのまま復原ということで基本としておりますし、中の活用

につきましては、部屋割りとかそういうのは、今ご説明させていただいたような形で利

活用を図っていくと、こういうふうな状況になってございます。こういうふうな形で進

んでおるという事ことで、ご報告させていただきたいと思います。よろしくお願いいた

します。 

 

 ありがとうございました。支所長さんからの報告が終わりましたが、何か質問があれ

ばお願いしたいと思います。はい、片岡福生さん。 

 

 ちょっと分からないので、質問をするんですけど、これは今の建物を、そのまま曳い

ていくんですか、そのまま。壊すんじゃ無しに。壊して建て替えるんじゃなくて、曳い

てくだけ。 

 

 基本的には曳かさせていただく。 

 

 そうすると、これ曳いてって設置した時に、この建物そのものの耐震的なことを、な

んかやるんですかね。 

 

 これは、基本的に耐震はだいぶ弱いですので、内部的な補強とか、そういう関係は専

門家のほうで耐震補強はしていただきます。 

 

 そうすると、今、現在の形というか、感じを残すというのはどんなふうに。外見とか

そういうのは、そのまま残していくんですか。 

 

 基本的には残させていただく。今でいう、外にああいう支柱とか、ああいう形では無

しに。内部的な形の中で柱の補強とか、いろんな形は専門家のほうで検討していただく

ということで。 

 

 そこまでいろうんやったら、曳くんじゃなしに、建て替えみたいな形なんとちがう。

普通ですよ、曳いてって、そのまま残すということは、ほぼ中の状態も外の状態も、そ

のまま残した状態でするんであれば、曳くという意味も分かるんだけど、だけど曳いて

くんだけど、耐震的にいろいろ補強したり、作り変えたり。中で言うと、中の部屋もか

なりやり替えますよね、この図をみると。いろうじゃないですか。 

 

 基本的には、柱の位置とかそういうのは、そのままの関係でやられる。 
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 曳いてって、骨組みはそのまま残して、外壁とかその辺も、外観的な物もそのまま残

すけど、補強はして、中の部屋の形も変えませんと。 

 

 柱とか、そういう部分は、傷んでいる部分はチェックして、その部分で見えない部分

で補強していくと。 

 

 いや、その旧の役場のイメージ。文化財として残っているそのイメージをあくまで残

すというのが前提でね。曳くであろうがどうであろうが、そのために残すと。ちょっと

その辺がね、この右の図を見ながら左の図を見ていると、イメージがちょっと浮かばな

いんで、ちょっと質問したんですけど。分かりました。いいです。ありがとうございま

す。 

 

 はい、吉田さん。 

  

あの、一つはね、この高齢者憩いの場というのが、盛んに強調されてますね。こんな

んていうのは、やっぱし、何というか文化財の保護の立場から、地域のことを考えて、

こういうなんを作っていくと。こういうふうに必要性があるんでしょうか。というのは

ね、聞くところによると林の方ではね、立派な公民館というか、市も１千万円補助をし

て、あるいは地域住民もずいぶんお金を出して公民館が出来てますやろ。ほに近くの所

へこういうのを作る必要があるのかと。むしろ、子どもたちへの開放とか、あるいは郷

土資料、これらを入れてくスペースを作っていくほうが良いような気がしますけども、

どうなんでしょうか。もうひとつはね、角地と書いてありますやろ。やっぱし立派なこ

の角地という特徴があるということが、先だっての先生の説明を聞きましたし、この芸

濃ふるさと散歩で作ってます文章の中にも「角地の立地を活かして、角部に玄関ポーチ

を張り出して」というのがこの建物の特徴というのが分かりましたやん。そうすると移

設することによって、このイメージが損なわれないかというのが私ちょっと疑問に思い

ましたんで。と、言いますのは、この建物の特徴は道路を利用して角地にこんな門柱を

建ててということで威風性を強調した、当時は珍しい建物だったから文化財保存と、こ

ういうことになったというのを、こないだの先生の話で聞きましたからね。そのへんは、

こう活かされていくんでしょうか。そういうことが分かりましたら聞かせて下さい。 

 

 本来、今日は文化財担当がここへ出席させていただいてということなのですが、今日

は総合教育会議の関係があって、どうしてもちょっとバッティングしましたもので。的

確に私の方から答えられるかどうか、あれなんでございますが、まず一点、高齢者憩い

の場ということでございますが、子どもたちと交流のできる場という形でございます。

２階のほうにはですね、赤字で書かせていただいてあるように、子どもの遊び場とか、

生涯学習の出来る場みたいな形で多目的スペースとして書かせていただいておる。林区

の集会所の関係は大規模な形ではあるのですけど、ここでは少人数でも良いので寄って

いただいて、軽くお話をさせていただいたりとか、交流をしていただくという形の中で

作らせていただいておるわけでございますが、基本といたしまして、登録有形文化財と

いうことですので、建物的な部分では、これはしっかり残させていただくと。ただ、利

活用の関係については、ガイド会さんの方々が、いろんな方をご案内する部分では資料

的な部分で必要なことがございますし。ただまあ、ずっとこれが毎日、毎日ということ
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ではございませんので、地域の形の中で活用出来るということであれば、高齢者の方が

来ていただくような形の部屋も少し設定させていただいた方がよろしいですし、子ども

が学習する場も併せてやっていただく方がいいのではないかということで、この考え方

で整理をさせていただいてございます。今、お話しをいただいた角地の関係でございま

すが、やはり伊勢別街道が通っていた形の中で、道路に面したということで、その当時

の役場的な部分であれば、道路の関係の利便性の良い形で当時造られたということでご

ざいます。いかんせん、道路の狭隘の部分とか、いろんな形の中で、道路のセットバッ

クをしなければいけない話になってきておる。イメージを残すということの中では、門

柱とか生垣とかいう形の中で、囲った形でイメージを保つということで保存していくと

いうことでございますので。また、後の関係のところは、実際あったところの位置とい

う形の部分の標柱というのも設定しながら、イメージはそのまま出来る限り残しながら

やっていくと。こういうふうなことで聞いてございますので、よろしくお願いしたいと

思います。 

 

はい、吉田さん。 

 

 ここでも議論になっていた木はどうなるかということ、残すのか。もう発言の機会は

無いと思いますけど、一旦壊すと旧芸濃町が決めてね、壊されなかったから、こうして

立派な文化財として残るわけですね。壊されとったら一体どうなったかと思うとぞっと

しますけども。よう、新しい津市が頑張ってくれたというふうに私は感謝を申し上げま

す。 

 

 はい、支所長。 

 

木の関係でございますが、当然、木は道路の関係の近くですので、これは撤去という

話しになるんですけど。ただ、専門家に言わせますと「あれだけの大きな木を移植する

となると恐らく、もう枯れるやろう」という話しがあって、ただ合併当時、７つの村の

関係で合併の部分で、７本の木を植えたということの部分の中でいけば、今の大きい木

をそのままということよりも、また、新しい木を植えられるかどうかは、今、検討して

いただく部分かとは思います。 

 

 はい、岡本さん。 

 

 今いろいろ吉田委員の方から言われましたけども、明には明として普門寺の所に一応、

既存の施設があるわけですよね。ここの旧明村役場庁舎というのは、国の有形登録文化

財ということで、使用についても規定があると思うんですよ。このサロンみたいな老人

の憩いの場とするといっても。あくまでこれは、明の老人対象だけじゃ無くって、それ

以外の人たちをも使えるような物になるんですか。それとも、明の住民が主に使うとい

うふうな形になるんですか。 

 

 基本的には公の施設的な部分ですので、これは誰が使っていただいても結構でござい

ます。ですから見に来られた高齢者の方で休憩方々、憩いの場にしていただくとか、そ

ういう形で結構でございますので。特定のそういうふうな地域という限定ではございま
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せん。 

 

 限定では無いということで。明に二つ、三つの施設があるという考え方じゃなくてと

いうことで、すみわけをしといた方がいいと思うんですよ。 

 

はい、ありがとうございます。基本的には公の施設ですので、この地域の人しかあか

んということでは当然ございませんので。 

 

老人会の人が、そこでいっぺんお茶を飲んでみたいなというようなことがあれば、そ

れもいいわけですか。 

 

結構でございます。スペース的には高齢者と書いてあるのですけど、考え方としては

高齢者ですので、一般の方も休憩していただいたり、いろいろそういう形もあるんで。 

 

ちょっとそこ一言入れておいたほうがいいかも分かりませんね、それだったら。 

 

はい、ありがとうございます。 

 

ひょっとしたら市民だけやなくて、ひょっとしたら、国のですから、県外の、私も、

よく他所の旧役場とかを見学に行ったことがあるんですが、そういうふうな人達もみえ

るかもしれませんしね。 

 

 一応、基本的には市の施設として管理をさせていただくということで。ただ文化財と

していえば、登録有形文化財ということですので当然制約というか、外観とか建物とか

ありますし。使い方についても一定の配慮をしながら使わさせていただく。ただまぁ施

設ですので、やっぱり使っていただくとか、いろんな形で来ていただくというのが必要

でございますので、そういう面では、ずっと大切な物だと飾っておいて見ておってです

ね、誰も人が寄ってこうへんというようなことでは無いという形にしたいと、合わせ技

的な形の中で利活用させていただくと、こういうことでございます。 

 

 ありがとうございます。 

 

 はい、林さん。 

 

 先ほどから、旧明村役場の利活用ということで、普門寺に出来ました林区集会所につ

きましてご意見がありましたので、誤解の無いように私の方から説明をさせていただき

たいと思います。先ほどから出ています林区集会所というのは普門寺というお寺があり

まして、これはですね、林区というのは具体的には林町、林殿町、林川原という三自治

会が連合体で作っとる区というふうになっております。単位自治会ではありません。三

つの自治会がそれぞれで区を形成をしておるわけですけど、それが持っとる財産という

ことで、その敷地内に市からの補助金を受けて、この三自治会の共同集会所ということ

で作りました。林区という、今言いました林町、殿町、川原という三自治会の共同の集

会所ということで、その三自治会を寄せますと、戸数で２００弱ですけど、その皆が寄
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れる場所が無いということで造ったのがこの林区集会所でございまして。これにつきま

しては、明という概念では無くて、その三自治会の所有で建てたということになってお

ります。あくまで集会所ということで場所のことが今、出ておりますけど、中を使って

どうするかということは、私、その委託の責任者を受けていますけど、その林区から私

どもが任意団体というか一般社団法人を作って、そこが管理委託を受けて、今、言いま

したサロンをするとか、いろんなイベントをするとか、集会所という場を活用して、高

齢者の方や子どもの方やいろいろ来ていただいて、普門寺の景観と共に見ていただくと

いう仕組みで運営をしておるということだけご理解いただければと思います。建設にあ

たりましては、会長をつとめております鈴木宗男さんのほうに中心的にやっていただき

ましたが、そういうことでよろしいですね。 

 

 はい、ありがとうございました。はい、岡本さん。 

 

 ちょっと、すみません。私も明地区はちょっと分からなかったもので。明の施設とし

てじゃなくて、林の三自治区がやっているというだけの解釈で。 

 

 そういうことです。明となると、楠原とか忍田とかもっと広い地域がありますけど。 

 

 私はそこを言う訳じゃないけども、一応、この有形登録文化財としてのすみわけとい

うのがどういうふうなもんだろうかと、ふっと思ったもんですから。だから今、明小学

校のと、明のというふうに言われるもんで、市の方でどこまで活用されるのかというこ

とが、すみわけとしてお聞きしたかったもんですから、ちょっと意見を 

述べさせていただきました。よく分かりましたので、ありがとうございます。 

 

 はい、濱野さん。 

 

 整備に向けた考え方で移築と外観の件は良いと思いますけど、下の三つは、このホー

ルが出来た時のホールの使い方として別にしたほうがいいのと違うかなと思うのが、や

っぱり高齢者がここを使うのかという問題があります。こういう使い方も出来ますとい

う形でいいかも知れませんし。下の子ども達の遊び場というのは、遊び場にはするべき

じゃ無いと思います、ここは。階段が危ないですし。本当に、この資料館の勉強や何か

をするのには良いかもわかりませんけど、ここの表現だけちょっと気をつけてもらった

ほうがいいのとちがうのかなあと思います。この階段も危ないですし、子ども達がもし、

ここでするとなると、周りの窓とかの問題とかいろんなことも考えていかなければなら

ない。やっぱりこれは資料館としても、高齢者や子ども達も勉強の場としてのほうがい

いんじゃないか。最終的にできてくると、ここの鍵はどこで預かってくれるのかという

問題も必ず出てこようと思いますし、自分の思てるのは、もし、鍵を預かってもらえる

としたら、ここを一番使う地域の人がもちろんですけど、語り部さんとかに預ってもら

うほうがええんと違うかなと思たりしてます。まだ、それは先の話ですで考慮していた

だきたい。 

 

 はい、吉井さん。 

 



 11 

吉井委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岡本委員 

 

 

 

 

 

鈴木会長 

 

芸濃総合支所長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 私も濱野さんとよく似た意見なんですけど、２階の多目的スペースということに関し

て引っかかるものがあって、外観の保存だけで、国の保存になるのかなあという気持ち

があって。外観だけちゃんと保存したら、中は、どんなことに使ってもええのかと、そ

んなイメージがあるんです。それでせっかく外観を見に来ていただいたのに、中で子ど

もがギャースカ、ギャースカ騒いでいるというのがイメージ的にどうも頭に描けないも

のがありまして。この２階の「畳敷きの議場を活かし」と書いてあるなら、畳敷きの議

場なんて珍しいですから、やっぱりこういう物を活かせるような何か無いのかなと。た

だ、子どもの遊び場じゃなくて、畳敷きの議場という特殊なスペースをなんかもっと保

存として活かせるものがないのかなぁと思います。 

 

 これを修復していただくのに、市の方に申請した時の文案があると思いますので、そ

れがどういうふうに書かれているかが私ども分からないので、そういうふうなことをう

たって市の方から了解していただいたのか分かりませんけど、そこら辺をちょっと聞か

せていただいて、そうじゃなかったら、ここで少し皆さんのご意見を入れていただいて

もいいかとは思いますが。 

 

 はい、支所長。 

 

 外観を強調していますけど、内観も一緒でございます。カウンターとかそういうのは

残しますし、当時の議場の畳というのはそのままという感じで。内観も同じような形で

残させていただくということでございます。ただ、利活用の関係につきましては１階と

２階の関係があって、メインの部分で見ていただく関係とか、２階に上がっていただく

関係とか、いろいろ様々ございます。ガイド会の方々につきましても、外の部分も中の

部分もご案内していただくとこういうことでございます。子どもの学習の場とか遊び場

とか書いてあるのは、学習の場的な部分ということで、子どもが集って交流できる場と

かが地域の中ではやっぱり必要ではないかなあと思っておりまして。ただ、いろんな方

が来ていただく関係において、ここは入場料を取るという施設では無いわけです。その

有形登録文化財としてという建物を大切にしながら、いろんな形での利活用を多目的に

していくということですので、これしかあかんとか、そういう使い方では無いと考えて

ございますし、おっしゃっていただいたような生涯学習の場的な部分として、必要な部

分と考えてございますので、そういう意味合いでの取り扱いということで。ただ、基本

的にイメージの中で、どういう使い方ということがあるので、多目的とか、そういう言

葉にさしていただいています。ただ、そういう使い方の中ではそういう販売とかいろん

な形の部分の、商売的な形で使うのは一定の制約があったりしますので。こういう一定

の利活用の部分では許されておると。登録有形文化財でもいろんな形の、城下町の部分

とか、ああいう形で残っていますけど、そういう意味では、限定の中で使い方は一定の

ところがあるのかなと。公の施設的な物ですので、基本的には、こういうふうな学習と

か資料の部分をさせていただいたりとか、そういうことでやらさせていただこうかなと

思ってございますし、ガイド会が案内するとか、そういうふうな形であればやらせてい

ただこうと思っておりますし。そこの部分は子ども達の関係であれば時間帯も違うかな

という、いろんな形がございますので、その時その時で対応はさせていただければ可能

かなと。 
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岡本委員 

 

 

 

 

 

 

 

鈴木会長 

 

落合委員 

 

 

芸濃総合支所長 

 

 

 

 

 

落合委員 

 

鈴木会長 

 

片岡（福）委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ちょっとすいません。何べんもお話しさせていただいて。私が他所で見たところ、愛

知県の岩倉にしても、明智の大正村のほうも、こういうふうな施設を、やはり開放して

やっぱり外観は残すけども、活用はそういうふうにして、いろんな活用をしているとこ

ろがほとんどですね。だから、使い方とか運用規定とかは、また作っていただいて、破

損とかそういうのが無いように管理をしっかりしていただいて、そういうふうに活用し

て、やっぱりみんなに公開する、開放するというふうな形も、これからの在りようと思

いますけど。 

 

 他にどうですか。落合さんどうぞ。 

  

盗難対策とかはどうなっていますの。レトロギャラリーとか、資料の展示がしてある

のでしょう。 

 

 これは特殊な話で、貴重な物とかいろいろあろうかと思います。それに基づいてその

管理の仕方は変わってくるかなあと思ってございます。まだ、そこまでは決まってはご

ざいません。ですから中にどういうふうなものを置くかというのは、まだ文化（担当）

のほうで検討していただくような話で、それに基づいて、盗難とかそういうのも、ひょ

っとして範疇として検討されるかなと思ってございます。 

 

 こんなん、入ろうと思えば、どっからでも入れる。 

 

 はい、片岡福生さん。 

 

 支所長さん、今説明されたんで大体のイメージはね、活用の仕方のイメージは大体分

かったんですけど、先ほどから、ずっといろんな意見が出とったように、皆さんが何と

なくイメージがちょっと合わないなというのが、例えば、たまたま、ここに作ってある

というか、資料の右の方に子ども達が遊んでいる姿とか、下で会合している高齢者の姿

というのが、こんなイメージでここを使うんかなというのがあるんかなと。僕も最初、

よう考えたら、畳って書いてあるし、そうすると畳でありながら、こんなふうに自由に

ワイワイ遊ぶのかなぁと。となると文化財でありながら、なんか集会所の一部みたいな

同じような使い方をするのも変やなあという意見が出たのかなあと思います。だから活

用の仕方といいますか、これはあくまで公民館とか集会所とは、ちょっと違いますよね。

あくまで文化財で、こういう建物でありながら中を改装して、ある程度は使えるように

する為に、単なる見学だけじゃ無しに、地元の方達や市民も少しは使えるようにするた

めのイメージのために、こういう作りをしているんやという気がしますので。問題は活

用の仕方を、支所長も先ほどからだいぶ言われていたんで、こういう制限を作った形に

しないと。普通の集会所が、どこどこの集会所が一杯なんで、ここで子ども達をちょっ

と遊ばしたるぞとか、子ども達をここで学習させたらええとか、こんな簡単な形で使っ

たりすると、なんか何の為に旧明村役場を文化財として移設したのというイメージがち

ょっと崩れるような気がしますよね。だから、まぁ、こういう形で良いと思いますけど、

問題は活用の仕方を、実際の運用の仕方を慎重にちょっと考えながらやらないと、ちょ

っとイメージ的に崩れてく可能性があるのかなという気がしますね。 
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鈴木会長 

 

芸濃総合支所長 

 

 

 

 

 

 

鈴木会長 

 

林委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鈴木会長 

 

岡本委員 

 

 

 

 

 

 

 

 はい、支所長。 

 

 管理の仕方とかですね、具体的な関係の部分については、まだ固まってはおりません

が、今日いただいた意見の中の部分も踏まえて、基本は文化財的な形ですので、生涯学

習の場とか交流の場とかいう話しの中で、一般的には、ご指摘いただいた遊びの場的な

部分では少し考えさせていただかなあかん部分かなと。濱野さん、おっしゃっていただ

いたように、そういう関係で、文化関係は生涯学習課でございますけど、意見が出たと

いうことで報告させていただきます。 

 

 はい、林さん。 

 

 実は地元の関係者とか、自治会の片岡さんとか入って検討会みたいなものができてい

ますが、私もその一員に入っているんですが。ちょっと前回欠席しましたので、最終の

今の進捗状況をつぶさに分かっていないんですけど、ずっと出ていますように、曳家を

すると学校の敷地内に入ります。当然、学校の一部として、そこを教育委員会の中同士

で、恐らく学校敷地内に移るんだろうと思うんですが、当然そうなりますと、例えば飲

食とか、あるいは間違いなくアルコールの提供とかは規制をしないと。当然、法的には

それは絶対無理になってこようと思いますし、どういう使い方をするかとか、どうして

も制限が学校の敷地内ということになると結構出てくるんじゃないかなと将来的には

と、私は思ったりしますが、そうなると多目的にいろんなことができるという、今の表

現でしかできないというふうに思いますけども、やっぱりキーワードは文化とかですと

か、学習とか、そういうことをできる場ということに位置づけないと、学校の中にある

よということとの整合性がとれないと思いますので。私の想いとしては、他府県とかで、

いろんなところで、うまく使っている例なんかもいろいろ調べたりして、言われるよう

に、あまりそぐわない活用というのは将来的にも無理だろうというふうに思っています。

逆に、そんだけ幅を狭められますと、どんな活用で皆さんが来られるかというところは、

逆にたくさん知恵がいるのかなぁということで、これは市のほうにお願いというか、教

育委員会にお願いですけど、そこまでのお膳立と予算をつけますよということだけで終

わるんではなくて、教育委員会が中心になると思いますが、文化財とか学習とかいうキ

ーワードでうまく活用していただく部分とか、完成したら終わりということじゃなしに、

市もなんと言いますか、心がまえを含めて計画を進めていただきたいなあというふうに

思います。 

 

 はい、岡本さん。 

 

 追加ですけど、やっぱり歴史遺産ですよね。そういうふうなところを考えると、さっ

き吉井委員が言われたように、座った形のそういうふうな議事堂というのは珍しいと、

今ではそういうふうな。昔はそうであったかもわかりませんけど、実際残されているの

は、そういうふうだというのであれば、そういうふうな議会の造り方、下関の日清戦争

締結の場所には、伊藤博文が座っていた座席が残っているんですよ。 

ああいうふうな、どんな机があったか知りませんけど、なんか、この歴史の遺産を沸々

とさせるような、そういうふうな貴重な場として、活用がどれぐらいかといえばあれで

すけども、普通使わない時はそういうふうな議事堂であると、議事をしたんだというふ
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鈴木会長 

 

片岡（福）委員 

 

 

芸濃総合支所長 

 

片岡（福）委員 

 

 

 

 

 

林委員 

 

鈴木会長 

 

芸濃総合支所長 

 

 

 

 

 

鈴木会長 

 

片岡（福）委員 

 

 

芸濃総合支所長 

 

 

 

片岡（福）委員 

 

 

芸濃総合支所長 

 

 

鈴木会長 

うな歴史が分かるような他のところよりもオリジナリティの、本当に貴重な文化財とし

て、また観光客を呼び込める場にもなるのではなかろうかと、ふと思ったりしておりま

す。 

 

 はい、ありがとうございます。片岡福生さん。 

 

 今、林さんが言われたことでちょっと質問なんですけど、この移設する場所は明小学

校の敷地内の所へ移すんですか。 

 

 それは、学校敷地内。 

 

学校敷地内、そうすると移した後も、今の明小学校の敷地として管理するわけなん。

これを私、考えとるのは、現在は明小学校の敷地かわかんないけど、建物を移すことに

よって、それはひとつの建物の管理なんで、その土地というのは、この建物の管理下に

置かれるのかなあと思ったけど。今、林さんが言われるように、学校内の敷地に置いた

ら学校との関係の教育的などうのこうのと言われると、学校の管理下にあるの。 

 

 いや、そこまでは整理されていないです。 

 

 はい、支所長さん。 

 

 今後の整理の仕方はいろいろあろうかと思うんですが、基本的には国の登録有形文化

財ということで、そういう意味合いでいきますと基本は教育の関係になろうかと思いま

す。そして生涯学習という形になっても教育委員会という形の関係になってこようかと

思います。ですから、おっしゃられたように一般的な民間を呼んで出来るとかいう財産

の形ではないので、基本は教育委員会の教育財産かなと、私どもは思ってございます。 

 

 はい、片岡さん。 

 

 そうすると今の段階でわかる範囲でいいんですけど、そうするとこの建物が新しくな

った場合は、例えば明小学校の校長の配下の管理下と、そういう立場じゃないわけ。 

 

 校長の範囲というのは、学校教育という形の範疇でございますので、ただ全体的な形

のなかの敷地というか、教育の施設という話ですので。そうすると教育施設の中で、生

涯学習、昔で言う社会教育課の範疇の話になってこようかなと思っております。 

  

私がちょっと心配するような、明小学校の敷地内の建物であって、学校のひとつの校

長先生が一つの権限を持った形の範疇では無いということ。 

 

そうでございます。校長先生があそこへ行って、どうのこうのということはございませ

ん。 

 

 はい、山田さん。 
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山田委員 

 

 

 

 

 

 

鈴木会長 

 

吉井委員 

 

山田委員 

 

鈴木会長 

 

山田委員 

 

 

 

 

 

岡本委員 

 

 

 

 

山田委員 

 

 

鈴木会長 

 

臼井委員 

 

 

鈴木会長 

 

芸濃総合支所長 

 

 

 

臼井委員 

 

芸濃総合支所長 

 私もこのメンバーの中の一人なんですけども、先ほど階段の話が出ていましたよね。

あの階段、危険なんですわ。それで、こないだの話なんですけど、あの階段の上へ、も

う一つ、なだらかな階段を作るらしいです、上り下りするように。今の階段は見えるよ

うな恰好でね。なんか、展示するような階段になるみたいなことで。せやで、角度がも

う少し緩やかになると聞いていますけど。２階へ上るにはだいぶと危険度が無くなると

思っています。 

 

 はい、吉井さん。 

 

そういう形で残せる物であれば、そういう形で残していただきたい。 

 

 階段自体が線状の階段になるわけですね。 

 

 廻り階段を無くして、いっぺん真ん中に踊り場をこしらえる。 

 

 そうです。踊り場をこしらえて、こう上るんやけど。今の階段の上へそのまま作って

ね、そのまま残しておくみたいですね、見えるように展示という格好で。言われる議場

のほうの机なんかもね、そういう格好になれば良いんだと思うんですけども、今度利活

用する時に、多少制約がかかってくるような感じもすると思うんですけど、そうすると

ね。 

 

 それは、当然でしょうね。ちゃんと委員会の中で討論されているということですから、

私どもは意見を述べさせていただくだけで、ということで。また、今後それを少しは取

り入れてもらって、新たな物を少し修正していただくとありがたいと、私は今、ふと、

そう思ったんです。 

  

 細かな全貌が見えてきたのは前回の会議からですね。それまでは全然分からなかった、

中身については。 

 

 はい、臼井さん。 

 

 この建物の名称というのは後から決めるんやろか。資料館とか新たにつけるんやろう

か。建物と中身がうまく合う名称というものは。 

 

はい、支所長さん。 

 

まだ、名称までの関係とかまでは、いってませんけど。皆さんが馴染みのある言葉を

この関係をもって、文化財の担当のほうが新たに名称するかどうかは、ちょっと分かり

ませんけど、今、現在旧明村役場庁舎という形で協議はさせていただいています。 

 

資料館とかそういうのが表に出てくる。 

 

資料館だけではございませんので。そういう意味では、資料館にしますよということ
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山田委員 

 

 

臼井委員 

 

山田委員 

 

鈴木会長 

 

海野委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鈴木会長 

 

濱野委員 

 

芸濃総合支所長 

 

 

 

 

 

 

濱野委員 

 

 

 

鈴木会長 

 

 

でございます。資料は置きますけど、そういうふうな形がございますので。 

 

登録の名前が旧明村役場庁舎という名前やから、資料館としたらおかしくなる。多分、

資料館では無いと思う。 

 

 建物の中の施設と外観の名称がうまいことマッチされるのか、そこらへんが。 

 

そこらへんが使い方の話で。 

 

 他によろしいか。はい、海野さん。 

 

 非常に楽しみにしております。どんなふうに綺麗になるかということで。今も本当に

ガイド会もたくさんの方をご案内しています。細かい所もいろいろ特徴があって、大正

時代のガラスでも、上下の動くガラスがあるんですけど、それは中に錘が入っていて、

その錘によって自動的に、２階ですけど上下に動くというのがあるという工夫もされて

いますし、細かい所が当時の素晴らしい技術がいろいろ組み込まれているんですよね。

ですから、それを皆さんにぜひ見ていただく案内をさせていただくのに、立派な復元し

た形を楽しみにしております。文化財として、今まで手がつけられずに置いてあったと

いうことが非常にもったいないことだと思っておったんですけど、これを機会に国の有

形登録文化財として、是非素晴らしい姿を見せてほしいと思います。角地であったのが、

ちょっと曳かれるというのが非常に残念なんですが。先ほど吉田さんがおっしゃったよ

うに、それが一番残念ですね。それから７本の木が、意味ある木が移植出来ないという

のが、とても残念ですけれども、それをまたいろんな新しい形で植樹をしていただくと

か、それが立派な姿になるのを一日も早く見たいなあと思います。 

 

 はい、ありがとうございました。よろしいか。はい、濱野さん。 

 

 もちろん、いつに完成ということはまだ決まってないですけど、４～５年先ですか。 

 

 予算の関係とかいろいろあるんですけど、この計画書策定ということで、計画書が出

来ましたら、後、それが認められれば実施の設計とか具体的なその建設に向けての段取

りというようなことでございますので、私の口からは何年度ということはちょっと言え

ませんけど、４～５年はかからへんかなぁと、かからんように努力していただくように

文化財の方にはお願いをしておきたいと思いますが、そこまではいかないかなぁと思っ

ております。出来るだけ早くというようなことでお願いしておきます。 

 

明の人にとってはタブーかもわかりませんけど、これが完成する頃には、もしかした

ら明小学校が無いかも分からへんで。そういうことを頭に入れて少し考えていただきた

いなと思います。 

 

 いろいろなご意見をいただいておりますので、生涯学習課へ、この意見を持って行っ

て、参考にしていただきたいと思います。いずれにしろ保存という格好は残りました。

１０年後にやっと萌芽が出たというところでございます。皆さん楽しみに待っていただ
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芸濃総合支所長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鈴木会長 

 

 

吉田委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鈴木会長 

 

芸濃総合支所長 

きたいと思います。それでは、次にまいりたいと思います。事務局の方から何かござい

ますか。 

 

今、お配りさせていただいた資料の関係でございますが、実は合併２０事業の関係の

中で、芸濃の関係につきましては、幼保一体施設という形でまだ残ってございます。そ

の関係におきまして、基本的な考え方は今、教育委員会と健康福祉部の方でまとめてい

ただいてございます。今の段階におきますと、やはり保育所の需要が高く、幼稚園の需

要が少なくなってきておると、こういうふうな形の１枚目のグラフでございます。２番

目につきましては、保育所と幼稚園ということでございます。実は平成２７年３月に津

市子ども子育て支援の事業計画ということで作成してございます。この計画におきまし

て、今後５年間、５箇所の市立幼保連携型の認定こども園の施設整備ということを目指

している関係がございまして。今、現在、特に白山の方の乳幼児教育センターという形

が町の関係の中でやっていただいて、幼稚園と保育園という施設の中で、合同でやって

いただいておると。こういう形の中で、今、芸濃に残っております２０事業の一体化施

設を検討させていただいておるということで。地域審議会は、この３月に終るんでござ

いますけど、着実に残された事業については、当局の方でというか行政の方で関係部署

協議をしていただいて、実施に向けて進めていただいているということを報告させてい

ただきたいと思ってございます。 

 

 それでは今、支所長さんから幼保一体施設についての説明をしていただきましたが、

これはどうです、何かご意見はいかがですか。 

 

 支所長の言葉尻を捉えるわけではありませんけどね、片方は、津市長の合併１０周年

の時に「合併の時に出された各地区の意見、要望については全て完了しました」とこう

いう言い方をされとるんですね。今また支所長はね、僕はね、言葉尻を捉えるわけでは

ありませんけど、一体化施設が残っとるというのは、あなたの考え方だけであって、旧

芸濃町時代の時は、訳の分からん一元化というのを出してね、やったんでしょう。今更

残っておるということであれば、その当時のあれですか、作られた設計図とか、そんな

んが活かされる話になるんかどうかということが、当然起こってきますしね。私は、こ

の間もちょっと市長がどう捉まえたか知りませんけど、建物を、旧福祉センターを壊し

た時の状況もありますからね、これは設計図が残っとる、あの設計図はもう使わんとい

うことになるんですか。そしたらね、僕の要望にありましたように、芸濃地区の私たち

の地区ではね、公民館が無いということ、これらは依然として意見が残ります。それか

ら幼保一体化の話であれば、懸案になっとる、例えば雲林院小学校と安西小学校の跡地

利用のことを考えたらね、まぁ、ひとつの例ですけども、安西小学校は耐震工事もみん

なしてあるんですからね、そこで香良洲や白山あるいは高岡のように幼保一体化施設的

な部分ということで考えるということもありますしね、というふうに私は思いますから。

今日、細かく議論しようとは思いませんけども、そういう気持ちになっとるという私の

意見なんです。これは絶対変わりません。 

 

 はい、支所長さん。 

 

 基本的には、市長の言葉の部分もあるんですけど、実施といたしましては、やるとい
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鈴木会長 

 

う方向性は確認をしていただいておると。ただまぁ芸濃町時代のですね、そのままかと

いえば、そういうこととは違う状況になっておりますので、そういう一体化という部分

の趣旨を踏まえた上で、今、検討はしていただいておると。ですから芸濃町のやつをそ

のまま使うということでは無いということで御理解いただきたい。ですから、今、現在、

需要が高まってきておって、幼稚園の部分が少なくなってきておると。これらを踏まえ

て、新しい形でやはりニーズに対応していく必要があるのではないかと。そういうこと

の中でいくと、併せて考えていく必要があるということの中で、幼保一体化という施設

をやっぱり検討せざるを得んと。芸濃町の部分で２０事業の中にそういう形があったの

で、当然、芸濃保育園については、やはりそういう背景もありますので、これを何とか

しなければいけないという部分も踏まえてという部分もあるので、そこらへんを併せて

検討していくと。ですから、芸濃町時代に考えられた部分かというと、そのままではご

ざいませんけど、今の１０年間の中で、やはり保育園の需要というものが大変多くなっ

てきて社会的な関係でも必要性に迫られておるので。そういうことも踏まえて一体化施

設を、ということでございますので、丸々芸濃町の時の物をそのままということではな

いということを吉田委員にはご理解いただきたいと思っております。 

 

 はい、片岡さん。 

 

 ちょっと今、吉田さんが言われたことなんやけど、こないだ市長が「合併の時に各市

町村から出ている問題については全て解決しました」という話ね、それは、そのことと、

合併前に、住民が合併した時にこんなことをして欲しいとか、こういうふうにして欲し

いというようなこととは、別の話ではないかと思うんだよね。合併協議会があって、合

併協議会では、合併するにあたって、芸濃町がこれとこれとこれはして下さいと要望は

したけど、それについては、市長がもう終わりましたよ、ということを言っているんで

あって。今、吉田さんが捉えているのは、多分、合併前に芸濃町の中で、こんな問題も

こんな問題もあったやないかと、こうするべきやないかというのが、まだ出来ていない

のがあるやないかと言うかも知れないけれど、それとはちょっと意味が違うと僕は思う

ね。だから合併協議会できちっと、合併に対しての芸濃町の要望としては、これとこれ

とこれはして下さいという要望はちゃんと出てるんで、それは市長としては現在終わっ

てますよ、という言い方とちょっと違うと思う。そのとおり言われるとね、私は思って

おると。 

 

 いずれにしろ認定こども園というのが、これは移行の形をとりつつあるということだ

けは周知しておかなければならないということでありますね。 

 

 ま、それは認定こども園の制度が出来てきたというのはね、これは国の方針とマッチ

するから、そうなってくと私は思います。ただ、当時の芸濃の考え方は文部省と厚生省

で別れとるやつを一つにして一元化とか、国全体のことを訳も分からんとやってきた、

それの延長線やというふうに言われると、支所長の言葉を捉まえたかも分かりませんけ

ど、私は違う。 

 

 はい、片岡さん。 
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 吉田さんの考えは、旧芸濃町の時代に、町長が発信した言葉というのは継続して、合

併しても、全てそれが継続するべきじゃないかという意見やろうけど、それはあくまで

合併するためには合併協議会が出来て、芸濃町としての意見をきちんと出した形になっ

ておるんで、旧芸濃町の時に、町として町長がこう言って発信して、今の福祉会館がど

うのこうと言われたけれど、いろんなことがあったかもしれないけれど、それが全てそ

のまま新しい合併した津市にそのまま依存して流れていくという訳じゃないので。それ

がちょっとね、僕聞いとるとね。ちょっと違うね、意見が。 

 

 はい、林さん。 

 

過去の経緯は、私はつぶさには分かりませんけども、この前から出ています、いわゆ

る一番最初の議題になってました「津市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン」ですか、

これの資料にもありましたように、間違いなく、芸濃の特に岩原地域が今、ミニ団地と

いうか、かなり子どもが増えているということで、津市全域でもプラスマイナスで芸濃

町は人口は微増というような状況であるというふうに聞いてはおりますが、椋本の一部

の地域を除けば、あくまで少子高齢化が、かなりのスピードで進んでいるのは間違い無

いというふうに思いますし、先ほど濱野委員も言われたように、今は２小学校あります

けども将来的にどうなるかといえば、私の住んどる地域が明ですので、非常にこれは猶

予が出来ない状況にあるというのも事実だと思います。そういった、先をどうするんや

というのもあるんですけども、やはり、ここで膨大に人口がこれから増えるというよう

な背景は難しいとは思いますが、やはり、子どもをここで産み育て、何といいますか、

この地域に住んでいこうという方が増えない限り、これはもう止まりませんので。そう

いう意味では、この地域に、ある程度、親が子どもを産み育てて、保育所なり幼稚園な

り、そういうニーズを満たせるような将来ビジョンを描いた時に、今ある幼稚園でいい

ますと、明と椋本と安西、雲林院とありますけども、これを細々やるのがいいのか、も

う少し保育園も含めて、かなり子育てに暖かい地域といいますか、ニーズに応えられる

定員なり、あるいは、それなりのバックグラウンドを含めて持っている地域ということ

で、今ここにおっていただいておる、そういう世代の方も、やっぱりここで産み育てよ

うかということを、あるいは他所からも、そんな良い所があるならば、この地域に移り

住もうかというふうにしてかないかんと違うのかなあと考えると、そういう視点で幼保

がどうあるべきか、というのが、市としても充分、地元の意向とかは尊重していただき

たいと思いますけど、そういうことも見据えてこれから進めるということであれば、デ

ザインを示していっていただけると有り難いなあというふうに思います。 

 

 ありがとうございます。はい、濱野さん。 

 

 意見ですけれども、昨日の夕刊でしたか、今日の朝刊でしたか、長野県の村で大変子

どもが増えとる。人口が増えとる村がありますけど、そこがなんで増えとるかというと、

この子ども達の幼保が充実しておるということで、この地域も合併から増えとるところ

は、芸濃と河芸と久居だけで、芸濃だけは合併して１５人増えていました。団地が増え

たでやと思いますけど、増えた人らは何が重要かといえば、ここにも出ていますように、

やっぱり幼稚園と保育園の、意外にここは便利ですもんで、その関係もあって増えとる

ような気がします。このデータを見ますと、やっぱり保育園がもう一杯一杯ですし、幼
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鈴木会長 

 

地域振興担当主幹 

 

稚園は今、半分空いとるような状態ですで、そこらはじっくり考えていかな、ならんな

あと思ったりしますけどね。 

 

 はい、ありがとうございます。 

 

 リンクしてすみません。子ども、子育てに関係しているので、やはり委員としては、

本当に今、林委員が言われたように、ここの地域で子どもを産み育てることが一番幸せ、

安心、安全の地域なんだということがみんなに分かっていくために、やはり、こういう

ふうな認定こども園的な形で、お母さんも働いて、十分働いて職場で能力を発揮できる

ような、そういうふうなまちづくりもこれからの課題と思いますので、是非これを芸濃

地区の人達にも了承していただいて、前向きで強く進めていただけるような、そういう

ふうな流れを作っていただきたいと私は思います。 

 

 ご意見をいただいておりますが、これからですので、また今後の参考にしていただき

たいなと思っております。次の説明をお願いいたします。はい、事務局。 

 

 その他の項で、後３つ程お話しさせていただきます。まず、一つ目はお手元にござい

ますように「地域審議会の記録誌に掲載する原稿の提出について」ということで依頼文

書と原稿用紙と返信用封筒がつけてあります。先ほど来の支所長の挨拶にもありました

とおり、平成２８年３月３１日をもちまして地域審議会の設置期間が終了いたします。

設置期間の終了にあたりまして、津地区から美杉地区まで１０の審議会が統一しまして、

それぞれの地域審議会の１０年間の審議事項や諮問・答申の概要など、活動記録を纏め

て記録誌を作成することとなりました。つきましては、委員皆様のこれまでの活動を通

じたご感想も是非掲載させていただきたいと思っておりますので、原稿をお願いいたし

ます。テーマとしましては「地域審議会委員としての活動を通じ、合併１０年を振り返

る」としていただきまして４００字程度でお願いしたいと思います。提出につきまして

は、原稿用紙を１枚添付してございますが、もしくはワード等で作成いただいて、メー

ルアドレスも書いてございますので、メールで送付いただいても結構です。もしくは返

信用封筒もございますので、ご利用ください。提出締め切りのほうを誠に申し訳ござい

ませんが２月２９日（月）とさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいた

します。 

 なお、作成後の記録誌の配布につきましては、現委員さんを中心に配布を考えており

ますので、よろしくお願いいたします。まず、一つ目は以上でございます。 

 

 それでは、今の原稿の提出について何かご意見はございますか。はい、片岡福生さん。 

 

 これ、記録誌の中には個人名は出るんですか。例えば、私が意見を出したら、私の意

見として何か出るんですか。 

 

 はい、事務局。 

  

 今、計画しておりますが、１０年間の協議事項の部分、何時、何々について協議いた

だいたということと、あとは歴代の委員さんのお名前、これまでの答申・諮問の内容を
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資料として載せまして、あとは皆さんの感想です。そういう形で。 

 

 これ、感想の委員さんの名前は出るわけ。 

 

 書いていただいた方の名前は出ます。 

 

 強制ではないんでしょう。 

 

 強制では無いですので、できる限り書いて下さいということで。 

 

きばって原稿を書いてみて下さい。お願いします。はい、事務局。 

 

 二点目は地域懇談会を公開で開催するということでございます。昨年１０月から市長

が地域で活動されている団体の代表者と懇談しまして、地域の課題について直接話し合

う場として公開で開催をしています。芸濃地域の地域懇談会は２月２５日（木）午後６

時３０分から、この庁舎２階の大会議室で行います。既に広報同時配布させていただい

ていますが傍聴が可能ですので、お手元に申込書をお配りしておりますので、ご参加い

ただける方は２月１０日までにお申し込みください。お願いいたします。 

 

 市長は年２回、各地区を回るということを聞いておるんですが、間違いないですか。

一回目はね、こういう形で団体の人を、芸濃町のあなた方がして、その人に出席しても

らうんでしょう。そうすると２回目はね、例えば、かつて野呂知事の時代に知事トーク

というのをやっていましたやろ。ああいう形になる可能性もあるのか、いや、この地域

懇談会はこの形式でいくんかと、それは何か聞いていますか。 

 

 支所長さん、どうぞ。 

 

 地域懇談会は、年２回ということでございますが、今年度につきましては１０月から

ですので、この３月までという形になります。この中で皆さんからいただいた課題とか

要望などの関係は、持ち帰って検討させていただいて、次回また、その回答という形で

させていただく部分と、また、次回の部分で要望を頂いた意見というのは、また翌々次

回ということで、ずっと継続してやっていくということで、基本的にはこの形でやらさ

せていただくと、こういうことでございます。 

  

 知事トークの場合は、一般の応募もあって、例えば芸濃にも野呂知事がみえましたけ

ど、そこで住民の意見を聞いてということでした。今回は団体の役員でしょう、出る人

は。傍聴者は傍聴者で発言は全然できないということになるんでしょう。今までの各地

区の例を見とったら。そうすると意見を発表する人が、答え合わせみたいになるんやな

いかなあと僕は思うんですが。 

 

 この地域懇談会の場合は、市長が直接ということですので、事前にどうのこうのとい

うのは一切やらないということでございます。ですから、そういう形の中で、その場の

形の中で団体の皆さんが考えていくということです。事前にこちらから、ああしてくれ、
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こうしてくれということは一切無いということを、これをまずご理解いただきたいと思

います。傍聴という形の中でしていただくということでございますので、そういう点は

よろしくお願いしたいと思います。 

 

 吉田さんね、代表者の人が答え合わせをするんやないかと言うのはね、そんなことは

失礼やで。団体の代表者に対して失礼やから、そういうことを言うたらあかん。 

 

 何を。 

 

 代表者の人が出るんやから、それはそれで意見としてちゃんと取り入れて話をするん

やから、吉田さんが今、言うたみたいに答え合わせになるんと違うかというのは。 

 

 いやいや、毎回そういう形でね、団体の人ばっかりというのが、お手盛りになるんと

違うかという意見。 

 

 そんなん言うてたらきりないやん。住民はたくさんおるんやから、いろんな団体の中

で意見を聴くんやから。それでいいじゃないですか。 

 

 だから、野呂知事みたいなトークの仕方はないんですか、と聞いとるの。 

 

 今のところは、そういうのは無いということ。 

 

 今のところは無いというなら、それでええんと違うか。多分、ここの中でも何人かは

出られる人はいるよね。 

 

 他に質問はございますか。審議会の委員さんは全員参加できるんですね。 

 

 傍聴という形でお願いできれば時間の許す限り。ただ、申し込みをしてもらわなあか

んということで。 

 

 行かんと言うとっても、その日に来たら入れてくれるのかな。 

 

 それは可能でございます。 

 

 席の準備がございますので、ばたばたすると申し訳ないので、事前に。 

 

 どこでも、そんなんおるかも知れませんわな。行かんというたのに来るとか。 

 

 それでは、委員の皆さんから何かありませんか。なければ事務局。 

 

 三点目でございますが、次回の地域審議会の開催でございます。次回で最後になろう

かと思いますが、３月の開催を予定しておりまして、議会の日程等を勘案しますと、年

度末で申し訳ないのですが、３月２５日（金）の午前中に錫杖湖水荘のホールで開催し
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たいと思います。これが最後の審議会となりますので会議終了後にお昼の会食をしたい

と思います。予算がございませんので自費でとなりますが、ご了解いただきたいと思い

ます。メニューは１，０００円の『平家御膳』を考えていますので、ご出席いただきま

すようお願いします。 

 

 説明がみんな終わりました。質問等がございましたら、どうですか。次回の開催は３

月２５日の午前中ということでございまして、会議が終わったら昼食会を、但し、この

昼食は、アルコールは出ないということで。 

 

 終わるのは１１時。 

 

だいたいの目安として教えていただきたい。 

  

 バスで支所の方を出発しまして、１０時くらいから開催で、１２時に終わって１２時

からお昼という予定ですね、うまくいけば。 

 

 支所集合でさせてもらうか、自家用車でみえる方もあるかわかりませんので、そこは

いろいろと。 

 

バスでということであれば、バスを出させていただきます。 

 

 できるだけバスでお願いしたいということで。また、通知の方は改めてさせていただ

くということで、よろしくお願いします。 

 

 それでは、皆さん方から何かご意見ございましたら、この際、お願いしたいと思いま

すが、いかがですか。 

 

 昨日のニュースですけど、学童保育とか人数の規制は出ますの。あれは案だけですか。

学童保育は４０人までとか、一人何平米までとかが出ていましたな。うちらの場合は相

当オーバーしていますから。 

 

 はい、支所長さん。 

 

 その情報については、ちょっと精査してないんですけど。 

 

 ニュースで言うとったような気がしますが。 

 

 確か学童は、人数が多くなれば、もうひとつという形は聞いてございます。ですから、

そういうふうな形の部分のニュースかなとは思うんでございますけど。人数的に多くな

ってきている場合は、もうひとつの部分で作ったらどうやとかいうような話も出てきて

おりますが。 

 

 もう一つ、シルバー人材というものは規制があるんですか。聞いとったら月に１０日
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以上働いたらとか、シルバーの登録は。週２０時間以上は一応規制があるとか。 

 

 ちょっとそこも、まだ情報があれですけど。一応、３０時間という形とか、週２０時

間という労働の基準の関係があるんで。そこの部分の中で抑えるということで、そうい

うふうなことを言われておる関係かもわかりません。 

 

 シルバーがだんだん多くなってきたもんで、もう少し働きたいんやけど、シルバーは

規制があると聞いたもんで。 

 

 保険とかいろんな形の部分の関係があるので、それ以上やると、保険的な部分が雇用

保険とか、いろんな話が出てくるので、それで抑えとると。シルバー人材センターが、

そういうふうな団体ではないもんで、そこまでいくと、そこまでの団体にはならないと

いう規定があるかも分かりません。ちょっと不勉強で申し訳ないですけど。 

 

 濱野さん。その話ですけど、昨日からずっとニュースを見ていますと、学童保育のこ

とですね。学童保育は４０人とか、１.６５平米とか。今の芸濃町はあれですか、満たし

ていますか。満たさなければ、今年度の予算に政府がみるということでしょう。 

 

 政府というか、ここの場合は外へ出とる関係がありますので、ですから逆に言います

と場所的な施設とか、そういう部分の関係で検討をされると。保護者の方々との検討と

かいろいろあろうかと思うんで。そこらへんのあたりが未定でございますが。 

 

 これは、今、芸濃の場合は満たしていますか。 

 

 人数は超えとる部分はあろうかと思います。ですから学童のほうの保護者会なども、

いろいろとそこら辺は検討していただく関係かなと思ってございます。 

  

 だからね、意見も出たと思うが、私ら子育てのための幼保の関係で増えはしませんけ

ども、やっぱし、この時代なんで幼稚園と保育園の関係と小学校の関係、それから今言

いました学童保育の関係、一体的に考えんと。これはもうひとつは中学校のことまで小

中一貫校とか、そういうこともありますやろ、そういう展望をもってね、単なる幼保の

問題だけやなくて、いろんなことをやっぱし考えていかないかんのかなあというふうに、

私は思っています。 

 

 子ども、子育ての方では、やはり学童保育もひっくるめて議論していくと。 

 

 だから政府の方針の流れでいくと、その４０人の問題と１.６５平米の問題をかなり重

視せいと、そのための予算を出しますよと、こういう方針でしょ。 

 

 質の低下をやっぱり言うているから、やはり中身のね。私自身は、小学校までと国の

方はなったんですけども、やはり中学校まで必要と思います、と言うてるんですけど。

部活にも行けないような子ども達が、第２の家庭的な場として必要と違うのかなと、自

分自身は思いますけど。 
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津市の小中一貫のラインでいくと芸濃町の関係は何年になっているんですか。例えば

神戸小学校とか、神戸の地区は何年とか、来年は美里の関係ですね、芸濃町は３年後に

なっていたのですか、４年後になっていたのですか。こないだ木下さんから資料を貰っ

たが、あれ芸濃は入っていましたか。小中一貫校の関係の重点地域。 

 

 ちょっと申し訳ないんですけど、今、美里はね、そういう形でということであるもの

で、これから段階的に進んでく部分はあろうかとは思うんですけど、まだ具体的にいつ

かというのは、申し訳ないですけど、私は情報としては掴んでおりません。 

 

 だから、それによる展望を同時に幼保の関係だけやなくて、進めていかんと、いかん

と私は思います。 

  

 基本といたしましては、教育委員会と健康福祉部の連携の中で、一体的な部分で地域、

地域によってどう進めていくかは、連携して検討していただいておると思いますので、

そういうふうな社会的な背景も踏まえて、行政としては真摯に取り組んでいただくよう

な形で思っております。その具体的な内容は、芸濃町がどうするかは、本庁の関係部局

で決めていただいて、それが下り次第、私ども対応させていただくと。教育事務所と合

わせて、総合支所も対応させていただくと、こういうことになろうかと思います。 

 

 地域活性ということで、土地の有効活用とか、田んぼなんかの空き地の問題があるん

ですけれども。調整区域というのが、前、この審議会が出来るぐらいのあたりで落合さ

んが、調整区域を芸濃町は考えていかなあかんなあと、１０年前に私は聞いていたんで

すけど、なかなか縛りがあるでしょう、指定されると。芸濃町の岡本なんていうのは、

もう縛りがありすぎて何の事業も出来ないし、住宅も呼ぶことが出来ないし。でも、そ

うかといって本当の専従農家が、だんだん少なくなってという中で、私とこも萩野に畑

を持っているんですが、申し訳ないんですけど、ビジョンというものを是非、これから

芸濃町をどうするかというのを考えていただきたいなぁというのが、私は農業ではない

ので難しいんですけども、申し訳ないです。 

 

 農業の関係は後継者問題とか、様々な問題が起こってきておる。ただ、そういう後継

者問題の部分も踏まえて、農地を集約して専業的な農家を育成していくということで、

その集積の場合は中間管理機構というところが入っていろいろとやっていただくと。も

う一点は土地利用全体の話になるわけですけど、その代表的な部分でいきますと圃場整

備の関係があって、これは農地として、そこは農業用にやって下さいよということで国

も補助金をかけて整備をして、農地という形で必要ですよという、こういうふうな形の

縛りがございます。芸濃町の関係につきましては、椋本地域が都市計画の用途地域に入

っておりますので、椋本地域は、開発は逆にいいますと、その町時代に亀山都市計画区

域の中で、ここは逆に言うと開発してもよろしいよという地区に認定をしておる。それ

以外の部分は農地としてやりますと。こういうふうな形でさせていただいておるという

状況でございまして、これは法律的な形の中で規制がかかってございます。これを何で

もよろしいよというと、物凄く面的な整備ができなくなり、歯抜けのような形の中で、

自分の土地がああするんや、こうするんやという一体的な形で活用はできないというこ

とで縛りをさせていただいています。ですから、今後、農業として集団的にやると思う
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と、一体的にしようと思うと、その関係で農家の方々が大規模な形で営農ができるよう

な縛りがございます。ですから、地域全体で小さい集落の関係でいくと、なかなか開発

できないかなあと。ただ、農家住宅とか、その田んぼを活用して出来ないことは無い部

分で、後継者とかそういう形で。一般的な開発でいえば、逆に言いますと人口が増えて

きておるというのは、椋本地域で増えてきているというのは、そういう背景があって開

発業者が来ておると。それが芸濃町の時代に、しますよという計画で大きな枠でやって

おりますので、これを広げる部分をちゃんとした整備の仕方がいるということで、これ

はまぁ逆に言うと個人の資格よりも、町の都市計画の関係でということになってこよう

かと思います。 

  

 ありがとうございました。どういうふうになっていくのかしらということを示してい

ただくと、あ、そうなんだ。じゃ、農家は集約していただけるんだというふうに思いま

すよね。安心して、それこそ地域におれるけども、もうみんな若い人もみんな逃げて出

ていっているみたいですので。是非、新しい光を示していただきたいなと。 

 

 皆さん、他によろしいか。それでは、もう他に意見も出ないようでございますので、

これをもちまして地域審議会を終了いたします。次回は３月２５日の午前１０時から行

いますのでよろしくお願いします。また、２月一杯までに原稿を書いて、提出をしてい

ただくようお願いいたします。どうもご苦労さんでございました。 

 

 どうもありがとうございました。 

  

 

 


